
令和６年３月１日 

お客様各位 

新潟大栄信用組合 

 

一部店舗の窓口営業時間の変更(昼休業時間の導入)について 

 

 日頃より、格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

 当組合では、安全かつ効率的な店舗運営を図るため、一部店舗で窓口営業時間の変更(昼休業の

導入)をさせていただきます。 

 お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 〇変更日 令和６年５月１日(水) 

 

〇対象店舗 

店舗名 所在地 電話番号 

和島支店 長岡市小島谷３４１５番地１ ０２５８－７４－３１２１ 

出雲崎支店 三島郡出雲崎町大字大門字後谷１６４番地２ ０２５８－７８－２２３６ 

西山支店 柏崎市西山町西山９５０番地 ０２５７－４８－２１３６ 

相川支店 佐渡市相川一町目４０番地２ ０２５９－７４－２２７４ 

  

〇窓口営業時間の変更内容 

変更前 変更後 

平日 ９：００～１５：００ 

 

平日(午前)  ９：００～１１：３０ 

平日(午後)１２：３０～１５：００ 

 

 ※１１：３０～１２：３０は昼休業時間とし、窓口業務を休止させていただきます。 

  なお、ATM は昼時間休業中も従来通りご利用いただけます。 

 

 

                                 (本件に関するお問い合わせ先) 

                      お取引窓口または新潟大栄信用組合 総務課 

(℡0256-98-6291) 


